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北海道大学演習林研究報告第 59巻第2号 67-98(2002) 

現代中国における緑化活動の展開と
住民参加の性格に関する考察

平野悠一郎1

On the Large-Scale Forestation Organized by the Government 
and the Participation of Local People in the People's Republic of China 

by 
Yuichiro HIRAN01 

要旨

67 

本稿では，森林経営における住民参加を促す「社会林業」という概念を通じて，現代中国の地域住民が森

林とどのように関わっていくべきかを考察している。過去50数年間，中国という地域では，森林の維持・拡大

を目指す緑化活動が大々的に行われ，人間と森林との関わりを特徴づけてきた。歴史的な分析を進めた結果，

この緑化活動は，共産党政権という社会主義統治政権による国家建設と密接に結びつけられており，上意下達

の緑化政策実施システムの下に，地域住民を組織して「大衆動員」するという方法によって行われてきたこと

が明らかになった。この大衆動員という住民参加の形態によって推進された緑化は，国家建設を促進しつつ統

治政権の存立基盤維持に寄与していた反面，基層社会において，地域住民が森林の重要性を主体的に認識する

機会を提供しなかった。その結果，中国では， i森林を取り巻く認識の二重構造」が形成され，統治政権の緑化

重視とは裏腹に，地域住民の消極性から森林破壊が加速していったのである。この構造が，現在でも森林との

安定的な関係を築く上での根本的な障害となっている。この状況を改善するためには，今後，中国における社

会林業の方向性として，従来の大衆動員という方法ではなく，地域住民の緑化への「自発的参加」を促す取り

組みが求められる。

キーワード:現代中国，緑化活動，国家建設，大衆動員，自発的参加
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はじめに.本稿の目的と意義

本稿は，中国において，住民参加による緑化が，

どのような意味・可能性を持っているかを明らかにす

ることを目的としている。森林環境を改変するプロジェ

クトへの住民参加には，政府によって組織されるもの

や，地域住民が自発的に行うものといったように，様々

な性格の違いがあり，それに伴い実施形態や結果も変

わってくる。その住民参加を取り巻く混沌に，人間と

森林との良好な関わりを見出すという方向性を加味す

るのは容易ではない。しかし，近年. i社会林業」と

いう概念、が，環境問題の深刻化とあいまって，人間と

森林の関係を良好に保つための一つの方向性として提

起され，中国においても今後の森林経営を行う上で注

目を集めている。本稿では，この概念を通じた考察に

よって，中国の緑化活動における住民参加の性格を明

確化し，人間と森林の関係における地域的特徴を浮き

彫りにしていくというアプローチを採る。

住民参加を通じて人間と森林との良好な関係を見

出そうとする社会林業は，地域の森林を取り巻く社会

構造の特徴に基づいて，その可能性・方向性が模索さ

れるべきである。しかし，従来の中国を社会林業の観

点から研究した事例は少なく，その社会構造の特徴に

根差した客観的な考察を行っているものは見当たらな

い。そこで本稿は，社会林業という概念が，中国の森

林を取り巻く社会構造の中にどのように位置づけられ

ているか，そして，そこからどのような住民参加の方

向性が見出せるのかを考察する。同時に，中国の事例

を明らかにすることから.21世紀の人間と自然との関

係を考えていく上での，社会林業という概念自体を再

考していくことも目指していきたい。

1. 本稿の分析視角

1.1.社会林業という概念

「社会林業」という概念は，今や多くの地域にお

いて，人間と森林の関係を再定義する一つの方向性と

みなされるようになった。森林の持つ多様な価値その

ものは，古くから様々な立場の人間に認識されてきた。

それらは，次のようにまとめることができる。

~森林の人間活動への多面的作用~

①経済資源を供給する・建築用材，林業副産品(薬・

食糧・皮革の狩猟採集・栽培等)

② 生活エネルギーを供給する:薪炭材，木質バイオ

マス発電

③ 人間活動が排出する二酸化炭素を吸収する:地球

温暖化防止，空気浄化等

④保水力，土壌浸食防止機能を発揮する:洪水防止，

水源緬養，気候調節，雪害防止等

⑤ 種の多様性・バランスを維持し自然生態系を安定

させる。

⑥ 精神的効果:森林浴，森林観光， レジャー，信仰

の対象，土地のシンボル

しかし，社会林業という概念の確立を目指して進

められてきた研究は，森林を取り巻く「人間関係のあ

り方」によって，上記のような森林の持つ価値が十分

に発揮されるかどうかが規定され，また地域の人間活

動の森林に与えるインパクトが異なることを示すもの

であった。

社会林業は.iコミュニティー・フォレストリーJ.

「ソーシャル・フォレストリーJ.或いは「住民参加型
の林業」などとも表現される。この概念の創始者的存

在であるWestobyは，次のような社会林業の定義を

紹介している。

農家，村落あるいは地域社会のレベルで，零細農

民と土地をもたない者が，彼らの手で，または彼らの

ために行う樹木の植付けと経営1

Westobyの考察の要点は，次のようなものであ

る。森林は，歴史的に多くの地域において社会的弱者

の生活を助けるもの(貧者の外套)であった。しかし，

特に近代私的所有の観念が確立されて以降，統治者や

大きな力を持つ外部主体によって森林の権利が独占さ

れ，地域住民と森林の関係が希薄化していった。そし

て，そのような傾向が，結果として世界各地の基層社

会における森林破壊を加速させ，人間と森林との関係

を悪化させたことを示唆している。

このような観点から. Westobyを始めとした研

究は，個々の人間活動が直接的に森林と関わる基層社

会の場における，社会林業の重要性を提起したのであ

る。即ち，上記の定義は，地域における社会的弱者が

森林経営を通じて利益を獲得できるようなシステムの

確立こそ必要であり，それが持続的な人間一森林関係

構築への道程であることを意味している。社会林業は，

政策的理念としての国際化が進んだことから，最近で

は，多くの地域で政策的意図に基づくトップダウン的

なプロジェクトへの住民参加を正当化するために掲げ

られる場合もある2。しかし本稿では. Westobyの定

義に基づき，森林経営における住民参加という関わり
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を通じて，人間と森林との良好な関係を追求するため

の概念として「社会林業」を用いることとする。

同時に，これらの研究は， 20世紀後半における地

球規模の環境問題の深刻化と，それに対する取り組み

意識の向上という，世界の潮流の中に位置づけられで

もいた。即ち，住民参加を目指す社会林業は，過去の

森林をはじめとする環境破壊を生み出してしまった人

間と自然との関わりを見直す試みとして認識されてい

るのである。その研究は，環境社会学，さらに限定す

ればポリテイカル・エコロジーといった新しい学問的

領域の中に位置づけられつつある。

1.2.中国という地域の社会林業

本稿において，筆者がこの社会林業という概念か

ら，中国という地域を対象に考察を進めた背景は，次

のようなものである。ここで，地域としての中国とは，

中華人民共和国として統括されている領域を指し，さ

らに細かい領域単位には，地区・地方という表現を用

いている。

第一に，中国という地域において，社会林業とい

う概念がどのような意味・可能性を持っかという，そ

の社会構造の特徴に基づく研究が行われてこなかった

ことである。地域における社会林業の推進を通じて，

人間と森林との良好な関係を模索するには，まず，様々

な地域における人間と森林との関わりを認識し，そこ

にどのような社会構造に基づく，どのような住民参加

に関する問題があるのかを見極めることが重要であろ

う。従来の社会林業の観点を含んだ研究は，既に述べ

たような問題意識のために，多くが所謂，発展途上地

域を取り上げてきた。そこでは，①森林を巡る社会的

弱者と強者の位置づけが分かりやすい，②コミュニティー

による森林管理の伝統が残存する，③豊かな森林が開

発の対象となっている，といった特徴に基づいて，地

域設定が行われてきたように思われる。 Westobyが

社会林業の重要性を主張する根拠となっていたのは，

ヨーロッパ，インド，ブラジルなどの地域における政

治性の強い森林開発の歴史過程であった。加えて，現

代のフィリピン，インドネシア，タイといった東南ア

ジアにおいても同様の研究が行われてきた30 即ち，

歴史を通じて，森林の財産化や，住民との切り離しに

よる森林破壊が進んできた地域を中心に研究が進めら

れてきたのである。中国は，これらの点において対照

的な状況にあるので，社会林業の研究対象となり難かっ

たようである。しかし，後述するように，中国という

地域の人間と森林の関わりには歴史的・政治的・社会

的な特徴があり，その特徴に基づいて社会林業の意味・

可能性も，従来の東南アジアなどの研究対象地域にお

けるそれとは一線を画すものとなっている。

第二に，この中国という地域の事例を研究するこ

とを通じて，社会林業という概念自体を理論的に精徹

化し，かっ人間と森林の良好な関係を模索することが

できると判断したことが挙げられる。社会林業がどの

ように人間と自然との良好な関係を描きうるかに関し

ては，様々な人間観・自然、観に基づく提起がありうる

だろう。しかし，筆者の見る所，現状において，何を

もって「良好な関係」とするかは，社会林業という概

念に基づく諸研究から導き出せるには至っていない。

即ち，これらの研究には，多くが特定の地域にしか応

用の利かないものであったり，また発掘した森林を取

り巻く社会的特徴をどのように普遍的な理論として展

開して行くかが見えづらい，という問題点がある。地

球の中の中国という個別地域の特徴に基づく研究が不

足していることは，このような理論的精徹化を阻害す

るものであり，同時に社会林業の新たな可能性や，人

間と森林との関係への理解を見出せないままにしてい

るのではないか。

補足的・分析手法的な背景として，第三には，従

来の社会林業という観点からの研究には， I歴史学的

な視点」が十分に組み込まれておらず，森林を取り巻

く社会構造のより一層の把握が必要と思われたことで

ある。 Westobyのような例を除けば，社会林業とい

う観点からの個別の地域に対する研究の多くは，人間

と森林との関係の変化が著しい近代以降を時期的対象

とし，現在までの変化に基づいて分析を行っている。

しかし，社会背景に則して詳細な文献資料を読み込み，

フィールドワーク等を併せ，時聞を追って因果関係を

把握する歴史学の手法が，分析の中に効果的に位置づ

けられてきたとは言い難い。歴史学の手法を導入する

ことは，地域における人間と森林の関わりの特徴を動

態的に把握することになり，社会林業という概念の発

展や，人間と森林との関係改善に寄与するものと思わ

れる。従って，本稿では，中華人民共和国期という中

国の現代史における人間一森林関係の推移を歴史学的

に分析し，そこから森林を取り巻く社会構造，及び社

会林業の意味・可能性を探るという構成を採っている。

即ち，本稿では，社会林業の観点からの研究にお

ける，①地域的多様性の把握，②理論的精徹化，③分

析手法の確立，という相互に関わる課題を克服する手
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段として，中国を取り上げるのである。そのような作

業を行う中で，中国という地域における社会林業の意

味・可能性も明らかになるであろう。

2.現代中国における緑化活動の展開

2.1.森林の過少状況に基づく現代史の「初期条件」

さしあたって，中国という地域を社会林業の観点

から見る意味を，この地域の森林を取り巻く歴史的・

社会的特徴に照らしながら，もう少し具体的に述べて

おく必要があろう。

中国は，その現代史が始まる1949年の時点で，表

11こ示すように森林率が僅か7.9%ほどに低下していた

とされる。このような状況は，王朝期からの歴史を通

じた人間活動，及び抗日戦争・国共内戦に伴う社会の

混乱などによって，森林破壊の加速した結果であるこ

とが，近年の研究によって明らかにされてきた九こ

の点で，中国は，従来，社会林業の観点から研究が進

められてきた地域とは明らかに異なる。例えば，イン

ド・東南アジアといった地域は，多くが第2次世界大

戦後に植民地支配から開放され，その後の現代史にお

いて，森林を近代化・経済発展のための開発資源とし

て利権化してきた地域である。その結果，生態環境の

悪化が問題となると共に，基層社会における住民と森

林の関係の希薄化が指摘されてきたのであった。しか

し，中国では，現代史の出発点において，既に森林の

過少状況に基づく，洪水・土壌浸食・生態系破壊といっ

た問題が深刻化していたのである。繰り返すが，まず，

この現代史の出発点における森林の過少状況という点

で，中国は，これまでに社会林業の可能性が探られて

きた地域とは一線を画していた。

そのような森林状況は，中華人民共和国期という

現代史を通じて，極めて特徴的な人間と森林との関わ

りを描き出した。即ち，過去50数年間の中国では共産

表1 世界における中国の森林の位置づけ

中国の括弧内は世界における順位を表す。中国の指標は，国家

林業局森林資源管理司「全国森林資源統計J(2000年)，及び国家
林業局編『中国林業年鑑・1999-20∞J(中国林業出版社， 2000 
年)に拠った。

党政権の指導の下，多くの地方において. I緑化」と

いう森林を維持・拡大する試みが大々的に行われたの

である。その事実は，現在の森林率が16%以上にまで

回復したという公式発表からも窺い知ることができる。

また，表2に示す通り，人工林面積が世界ーであるこ

と，防護林が多いこと，そして中幼齢林の割合が高い

ことなども，比較的新しい歴史において，森林の多面

的機能を発揮させるための造林が積極的に進められた

ことを示す裏付けとなっている。もっとも，これらの

数値が，森林の多面的機能を発揮させる上で効果をあ

げる程の"質"を保証したものであったかには，大いに

疑問符をつけなければならない。公刊資料によれば，

表2 中国の森林状況

森林の土地所有別内訳と天然・人工林面積区分
(単位:万ha)

天然林 人工林 計

国有林 5，507.48 881.19 6(4，318.68%.67 ) 

集団所有林 5.189.06 3，785.50 8，974.56 (58.4%) 

5十 1(O6，96.916%.5) 4 4，666.69 15，363.23 
(::10.9%) 

防護林とは，防風固沙林，水土保持林(水源漏養・土填浸食

防止)，農回防護林等，自然災害や生態環境劣化を防止して生産

活動を保障するための森林の総称である。用材林は，木材生産

を目的とする森林で.経済林は，果樹林・経済作物林等を指す。

特用林(正式には特殊用途林)は，科学実験・景観保護等に便

を供する森林である。

中国では，森林の年齢を"齢級"という概念で区分している。針

葉樹と広葉樹の一部は20年，一部の広葉樹は10年がー齢級単位
とされ， ローマ数字で表す。幼齢林は I-n齢級，中齢林・近
熟林・成熟林はそれぞれm.JV・V齢級，過熱林はVI齢級以上
の森林とされる。

経済林・竹林を除くのは，これらの森林としての定義が異な

るためと思われる。

国家林業局森林資源管理司「全国森林資源統計J(2000年)よ
り作成。ここ数年，森林の種類を「公益林」と「商品林」とに

区分する場合も見られる。
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1949-99年の50年間，中国では延べ総計2億1426万ha

という，途方も無い面積に造林がなされたことになっ

ている(図1)'。しかし，実際には，造林されてもそ

の後の管理保護が行き届かず，活着率が低かったため

に，とても森林に成長したとは言えないような土地も

多いのである。陳大夫は.1950-88年までの人工造林

が，僅か21%程度しか活着しなかったと評価してい

る6。後述するように，ある時期では，統計作成時の

対象範囲や基準が不明確であり，また，中央から下達

される目標値を達成しなければならないというプレッ

シャーから，地方幹部が緑化の成果を誇大に報告する

といった歪みも色濃く存在した。 しかし，それらの問

題点を差し号|いても，各地で森林破壊が深刻化 してき

た地球の現代史の中で，これだけ森林率を増加させ.

森林を拡大しようとした地域は例を見ない。

毛沢東をはじめとした共産党の指導者逮は，早く

から中国の森林過少という問題の深刻さに気付いてお

り，初期の解放区において造林 ・森林保護を奨励する

指示を出していた。例えば.1932年に中華ソビエト人

民委員会は 「植樹運動の決議Jを公布し，解放区付近

の荒山を緑化する事を要求している70 抗日戦争 ・国

共内戦期においても特に東北 ・華北地方の解放区を中
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心に，住民を総識した様々な緑化活動を展開していた

ことが見て取れる。その内容は，防風固沙等のための

小規模な防護林建設が中心であり.自然災害を防止し

て耕地を確保し，農業生産力を安定させようとする性

格のものであった。このような認識は，建国後にも変

らずに受け継がれた。 1949年10月1日の中華人民共和

国建国と同時に林墾部が発足し，荒地開墾業務と併せ

て中央の林業関係業務を担当することになったが，そ

の部長となった梁希は次のように述べている。

林業は，生産回復 ・経済発展において重要な一部

分を占めている。…木材の供給は.将来の国家建設を

保障する。また，森林は水土を保持し，水源を溺養す

るため，森林があってこそ，水利を有効に発展させ，

水害 ・皐害等の災害を防止し，農業生産を保障するこ

とが出来るのである。 しかし，中国の数千年来の統治

階級，特に20数年来の国民党の反動政府によって，森

林は破壊されるばかりで，造られることはなく，災害

は益々深刻化している。 1949年の河北省中部 ・東部に

おける多数の河川の洪水は，有史以来記録的なもので

あり，目前の河北 ・山東地区等での深刻な惨状を生み

出してしまった。その他の各省も.同様な水皐害の被

造林面積

1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 

年次

図 1 現代中国の造林面積の推移
中華人民共和国林業部編 『中国林業年鑑 1949年-1986年J(中国林業出版社.1987年)、国家林業局編 『中国林業年鑑
1999-2000年J(中国林業出版社，2000年)、及び林業部編 『全国林業歴史資料J0956年)より作成。1985年以前は、造林活者
率に基づく合格基準が40%以上であったが、 1985年以降は85%以上に釣り上げられたそうである。
中国で造林は、人工造林 ・更新と天然更新を併せたものとされている。従って、統計データの示す 「造林面積の推移」は、日

本にて想起される人工造林の範囲とは異なることに留意されたい。
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害を受けている。 このため，我々個々の林業工作者は， たため，全土において等しく盛んに緑化が政策として

必ず，極めて弱L、林業基礎の下に，大きな任務を請け 進められた訳ではない。東北 ・酋南地方の大森林地帯

負わねばならず，断固とした決心を以って，生産回復 なとでは，木材資源確保のための森林伐採が進められ，

における我々の最大の力を発揮させねばならなL、 木材生産量も過去50年聞を通じて増加している(図2)。

当面，普遍的な森林保護を主とし，同時に計画的・段 従って，ある地方における人間一森林関係の推移は，

階的 ・重点的に大衆路線を歩みながら造林工作を進行 或いは東南アジア等と似たものであるかもしれなL、。

させる8。 しかし，地域全体という視点で見れば，森林の過少状

況という劣化した自然環境を改善する必要性があった

即ち，建国初期の中央政策担当者は，造林 ・森林 のは明らかである。

保護による緑化活動を，単に将来の木材生産を保障す この森林の過少状況に基づく緑化の必要性という

るためのみならず，自然災害を防止して被災地方の農 「初期条件」の違いが，その後の現代史における人間

業生産力を回復するために重要であると位置つけてい と森林との関わり，特に中国においては政策面での特

たのである。そこでは，森林の有する多面的機能の内， 徴を色濃く反映することになった。即ち，過去50年の

木材生産に加え，保水力の発揮に基づく生態環境安定 中華人民共和国期を通じて，その性格の変容や実際の

化などが既に意識されていた。 成果の違いこそあれ，共産党政権が緑化活動の重要性

明らかに，中国共産党指導部は，新中国の建国直 を強調しなかった時は無かったのである。そして，殆

後から，緑化活動による森林の維持 ・拡大を積極的に どの地方に存在した荒地・荒山・ 伐採跡地 ・空き地な

目指さざるを得ない状況に置かれていたのである。こ どに対して例外なく行うべき活動として，緑化は，現

れが，中華人民共和国期の中国における森林という自 代中国の全域にわたって，人聞と森林との関わりを最

然環境の変遷と，住民参加を通じた社会林業の意味 ・ も特徴づける重要な位置におかれた。既存の森林を守

可能性を把握するに当って，まず考慮すべき重要な歴 り持続的に利用する枠組み以上に，森林を積極的に拡

史的背景である。このような状況は，東南アジア ・ラ 大して良好な生態環境を創り出すための試みが模索さ

テンアメリカのように，20世紀を通じて植民地支配か れていたのである。多くの場合，現代中国において

ら独立した地域の多くが，豊かな森林に恵まれていた 「林業活動の発展」という表現が公的になされる時，

ことと明らかに異なっている。もちろん， 中国という それは「木材生産力の向上」を意味するのではなく，

地域は広大であり，内部に多様な自然生態的・社会的 「森林の維持・拡大を前提とした，森林の人間活動へ

背景を有していた。住民と森林との関わりも様々であっ の寄与の増大」を指している。

木材生産量
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図2 現代中国の木材生産量の推移
前掲 『中国林業年鑑 1949-1986年J、及び前掲 『中国林業年鑑 1999-2000年』より作成。
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このような中国現代史の緑化活動において，社会

林業が着目する「住民参加」は，統治政権による「大

衆動員」という特殊な形態を採るようになっていった。

梁希も指摘するように，大衆路線に則り，各地の農村・

都市において住民を動員すべき緑化政策が模索されて

いたのである。 Westobyは，社会林業という観点か

ら，上記のような中国の現代史における特殊性にも注

目している。だが，彼の中国の事例に対する考察は不

十分であり，実証的ではない。彼は， 1949年からの現

代史における共産党政権の「大衆動員」による緑化活

動を，その実際の成果や効率性という点では疑問を呈

しつつも，世界でも類を見ないものと評価している o

しかし，以下に明らかにするように，過去50数年間の

中国における「大衆動員Jによる緑化活動は，明らか

にWestobyが社会林業によって求めた住民参加のあ

り方とは異なったものであった。

自らの指導性・存立基盤を維持するためでもあった。

計画経済， 1970年代末からは社会主義市場経済による

発展が模索される一方，地域を国家として統合してい

く試みが，各方面において進められてきた。その一つ

の成果として，図3に示すように，共産党政権は，基

層社会にまで党機構を張り巡らせ，中央の指導層の政

策を地域住民に貫徹させる統治システムを創り上げた

のである。即ち，共産党を中心とした国家建設という

域内統治が進められた点において，過去50数年の中国

という地域には，極めて強い同一性と一貫性が存在し

たのである。共産党の指導性という原則も，この聞を

通じて覆されることなく現在に至っている。

2.2.2.現代史における政治・社会変動と緑化活動

その一方で，域内・域外の状況変化を反映して，

共産党政権の政治路線は，頻繁に揺れ動いた。当時の

社会背景，指導者の認識や人間関係が政策に反映され

2.2.緑化の現代史 ることが多く， I振り子」とも表現される左右の激し

そこでまず，現代中国の緑化活動とは，どのよう い政治変動が続きへそれによっても多くの社会的な

な政策的な意図・目的の下に，どのような実施形態で 影響がもたらされたのである。緑化を含む諸政策は，

行われてきたのかを明らかにする必要があろう。その 大方このような政治・社会変動の流れの中に位置づけ

上ではじめて，緑化活動の中に地域住民がどのように られる。しかし，森林の維持・拡大を目指す緑化政策

位置づけられてきたのかが明確になるからである。 は，自然生態環境保護としての意味合いも強く，独自

2.2.1.中国共産党政権の域内統治:国家建陵

まず，過去50数年間の緑化活動の意図・実施形態

を理解するためには，この時期を通じて共産党政権が

確立してきた域内統治のあり方や，域内・域外の状況

変化を反映した政策の変遷といった，政治過程を把握

しておかねばならない。なぜなら，この時期の中国に

おける緑化活動は，社会主義・一党独裁を標梼する統

治政権の意向を反映して行われたからである。

数多くの中国政治研究が示すように，中華人民共

和国期の中国では，地域の人間活動において，共産党

政権の与えた影響は絶対的に大きかった。共産党政権

は，その内部の政治路線こそ多様であっても，基本的

に「共産党の指導に基づく国家建設」を進めることで

一貫してきたと言ってよい。清末以降，中国の統治政

権やエリート達は，近代的な国民国家建設を目標とし

てきた。そのような状況を引き継いで成立した共産党

政権は，その独自の理念に基づき，中国全域において

社会主義によって国家としての統合・安定・成長をも

たらすという「国家建設」を推進してきたのである。

それは，地域の発展を模索するためであると同時に，

性も存在する。従って，緑化活動の展開を明らかにす

るためには，その国家建設との関わりはもちろん，上

記の政治・社会変動との整合性や独自性を踏まえた時

期区分が考えられなければならない。この観点から，

筆者は，中国現代史における緑化活動の推移を描くに

あたって，以下のように時期区分するのが最も適当と

判断した。

① 建国初期(1949~1952年)

建国初期の数年間は，共産党政権が，朝鮮戦争な

どの厳しい対外情勢の中で域内安定化を図りつつ，土

地改革による土地の個人分配を次第に進めていった時

期である。中国全域を包括する統治システムは未だ整っ

ておらず，引き続き南方で、は国民党を中心とした対抗

勢力への掃討戦が繰り広げられ，特にチベットなどで

は人民解放軍と現地の民族勢力の間で激しい戦いが続

いていた。

内戦による混乱状況からの安定化が模索された建

国当初の時期から，既に共産党政権によって緑化活動

は重視されていた。造林・森林保護は，単に木材生産

を保障するためのみならず，自然災害を防止して被災
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地方の農業生産力を回復するために重要であると見な

されていたのである~中央の林業行政管理機関とし

て政務院内に成立した林墾部を中心に，①普遍的森林

保護，②重点造林，③合理的な木材伐採と利用，とい

う方針を実施するための努力がなされた120 また，土

地改革によって大地主の所有する山林が没収され，大

面積のものは国家に，小面積の里山は農林家・集団に，

それぞれ所有・経営権が与えられた。自然災害の妨止

のみならず，緑化活動は，社会統合を促進するものと

して位置づけられていた。東北・西南の大森林区では，

森林火災の防止システムの形成などを通じて，共産党

政権の統治を辺境社会に浸透させようという試みがな

されていたのである。例えば， 1952年3月の政務院

「森林火災を厳重防備することについての指示Jでは，

森林火災防止のためという名目で，山林区の住民を組

織化すべきことが求められている九

しかし，緑化方面の予算や政策システムは未整備

であり，技術水準も低く，地方・地域住民の裁量に多

くを期待せざるを得ないという状況でもあった。図4

に示したように，特に南方では緑化政策を推し進める

行政機構が整えられていない。そして，実際には土地

改革による権利関係の変動や，森林保護の意識の低さ

から，地方機関・地域住民によって多くの森林が破壊

され，林墾部をはじめとした中央は，その対応に追わ

れることになった九

② 社会主義建般期 (1953~1957年)

この時期は，共産党政権が社会主義国家建設に本

格的に着手し始めた時期である。 1953年に入ると，毛

沢東は「過渡期の総路線」を提起し，ゆっくり時間を

かけて新民主主義から社会主義・共産主義への移行を

果たそうという大方の指導層のヴィジョンに反して，

G返っ 1m 11 u I~コE司

郷級党委員会

基層社会

村民委員会・居民委員会

園3 中国の統治システム
趨宏偉『中国の重層集権体制と経済発展J(東京大学出版会，1998年)などを参照して筆者作成。



現代中国における緑化活動の展開と住民参加の性格(平野) 75 

社会主義集団化への即時移行を提起した。この結果，

食糧の強制供出制，都市での配給制や，農村合作社の

設立による段階的な集団化といった，急進的政策が取

られていった。また，ソ連との提携を強化することを

通じて，対外面での安全保障が図られ，域内の重工業

優先による経済建設が進められた。

社会主義国家建設の本格化に伴って，緑化活動も，

建国初期に比べて積極的に行われていた。緑化の実施

形態は，農業の社会主義集団化に先行する形で集団化

されていった。 1954年の時点で，既に年間造林の70-

80%が，集団によって合作造林されたものとなってい

る~自然災害の防止や林業生産の向上といった効果

の達成に向けて，規模の経済性を発揮する造林・森林

保護は，既に「過渡期の総路線」以前から各地で集団

的に行われるようになっていた。この先行性に注目し

た指導層は，緑化活動を，農村の社会主義集団化を正

当化する概念、として位置づけたのである九個々の持

つ山林が林業合作社の形で共有化され，それら基層社

会の集団的緑化実施組織は，やがて森林経営所・林業

工作所として農村生産合作社の中に位置づけられていっ

た。国有林区では，林業生産と社会の組織化を共に行

う意図の下に設立された国営林場が，集団的経営の担

い手とされていく九林墾部は林業部として国務院内

に位置づけられ，中央の指導の下に緑化活動を体系的

に進める政策実施システムも整えられていった(図5)。

これらの組織整備に伴って，緑化の実施範囲も広範化

を遂げ，各統計指標も建国初期に比べて顕著な上昇を

示している。そして，農村・都市住民，軍，青年といっ

た多様なアクターを大規模に動員して行うという，緑

化における大衆動員が実施路線として確立されていっ

たのである。

そのような発展の反面，基層社会においては様々

な緑化を取り巻く問題が表面化していた。東北・西南・

海南島といった奥地の森林開発が進んだことは勿論18

造林後の保護・管理が注目されずに活着率が低いこと，

短期的な利益を追求する農民の農業生産への傾倒によっ

て緑化がなおざりにされること等，実際の緑化の効果

を大きく妨げる要因も存在したのである九

ヨ)~つ①Gつ~
図4 1950年の全国林業機構一覧
(矢印は指導の方向性を示す)
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少数民族幹部のみならず多くの知識人達をも右派と見

なして弾圧する，という反右派闘争が始まった。この

後，毛沢東によってさらに急激な社会主義路線に舵が

切られ，生産力の大躍進運動が展開された。農村にお

いてはこれまでに設立されてきた高級生産合作社が更

にいくつか合併され，生産大隊・生産隊という下部単

位を包括した広範囲での人民公社が誕生し，これが共

産主義移行への最適形態として奨励された。この結果，

大規模かっ公共的で、あるべきであるという理念が喧伝

され，今まである程度認められていた土地や家畜・林

木等の個人所有や，労働に応じた分配制等が廃止され

た。農地・山林はすべて公社の管理下におかれ，極端

な平等主義がこの人民公社単位で徹底されることになっ

た。このような社会主義急進化は，農村で惨憎たる結

果を生みだした。即ち，無謀な生産計画が各地で誇大

報告，数合わせの劣悪品生産や過剰供出という状況を
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大量進期(t958~1960年)

大躍進の時期は，中国現代史において最も特徴的

な時期の一つであるのみならず，緑化活動においても

大きな転機となっている。農村の集団化は，折角私有

が認められた土地・資本を手放さなければならなくなっ

た農民を失望させ，社会主義体制の整備に伴う共産党

指導層の各方面における一元的指導の強化は，党内の

現実派や，民主諸党派，知識人，少数民族などの不満

を募らせた。 1957年2月27日，毛沢東は人民日報に

「人民内部の矛盾を正しく処理する方法について」の

講話を発表し，これを受けて中国共産党は党外からの

党批判lを奨励した。その結果，共産党の独裁的国家運

営に対する民主諸党派・少数民族などからの批判が続

出し，共産党指導者層を驚かせた。この反動として，

6月8日には同じ人民日報に「これはどうしたことか?J

社説が掲載され，直接的に党批判をした民主諸党派・

76 

③ 

(矢印は指導の方向性を示す)

森林工業機構

(56年5月-58年2月)

<国有林区に限定>

林業機構

中央レベル

省・自治区・市レベル

県・管理区レベル

国

営

林

場

等

林

業

工

作

所

森

林

経

営

所

基層単位(郷村・農村合作社等)

社会主義建設期の林業行政機構
1956年5月以降は、固有林区の林業機構として、それぞれの行政レベルに森林経営局・森林管理区・森林経営所が設置され、そ

れぞれの森林工業機構と対になる形となっている。しかし、森林工業部は、すぐに1958年2月11日、再び林業部に合併され、大

躍進期以降の基層社会における森林経営管理単位は、公社運営林場・国営林場となり、林業・森林工業両体系の明確な組織的

区分は行われなくなった。

図5
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演出し，極端な平等主義は民衆の生産意欲を減退させ，

農村経済は混乱した。さらに引き続く自然災害も加わっ

て， 2，000-3，000万人にのぼると見られる餓死者を生

み出してしまったのは，よく知られていることである。

この時期は，国際関係も中国にとって厳しいものになっ

ていた。その代表的な要因は中ソ対立の表面化である。

さらに1958年8月23日に人民解放軍は台湾海峡で，金

門・馬祖島を砲撃し，台湾及びアメリカとの緊張を更

に深刻化させ，南方ではチベットをめぐるインドとの

対立が激化していた。このような国際的な孤立化は，

毛沢東に大躍進という急進路線による生産力・国防力

の強化を選択させたことと無関係ではない。

緑化方面における大躍進運動の時期は，中央の政

策レベルでは，建国以来の緑化による自然改変の試み

が， I緑化祖国」ゃ「大地の園林化」という毛沢東に

よって提起された概念でまとめられ， I社会主義の名

のもとに中国全土を緑にしよう」と，そのさらなる発

展が模索された時期である。 1958年3月の中央政治局

成都拡大会議で毛沢東が大躍進政策を提起した約1ヶ

月後の4月7日，中国共産党中央・国務院は「全国規模

の大がかりな造林に関する指示Jを公布して，大衆動

員による大規模な造林や，そのための思想教育を行う

こと，さらに造林の質を高めることや，農村・国有林

区における森林更新・保護のための方針等を定めるこ

とを求めている九国有林区における国営林場，人民

公社内における公社運営林場が，その直接の担い手と

され， 1959年内に，造林を主とする国営林場2，326ヶ

所，公社運営林場46，396ヶ所が建設されたことになっ

ている九「大地の園林化」のスローガンを受けて，

「四芳植樹」という都市・農村の緑地化を目指す活動

が本格化したのもこの時期である。即ち， I一切の宅

芳・村芳・路芳・水芳に，計画的に植樹していく」こ

とが目標とされたのである220

ところが，緑化を含めた各方面での無謀な生産計

画目標の設定が，深刻な労働力・食糧不足を生んだた

め，基層社会における長期的展望に立った緑化は，却っ

て不可能になった。それどころか，農村が飢餓状態に

陥ってからは，手間のかかる造林及びその後の管理・

保護が行われるはずもなく，過剰な鉄鋼生産や日常生

活への燃料確保のために，地域住民による森林乱伐が

加速することになった九さらに，大躍進の熱狂に巻

き込まれた地方幹部は，上級の行政機関から下達され

る無謀な緑化目標と，基層社会における食糧危機・労

働力不足との板挟みとなり，緑化の目標達成に関する

虚偽報告を横行させた九この結果，各地で上からの

大衆動員による緑化への試みが失敗し，地域住民の造

林・森林保護へのインセンティブを砕くことになって

しまった。

即ち，建国以来確立されてきた，共産党政権の政

策指導に基づく集団的な大衆動員による緑化活動に内

在されていた問題点が，大躍進の無理の中でクローズ

アップされてしまったのである。

④ 調整政策期(1961-1966年上半期)

大躍進政策の失敗が表面化した60年代からは， ;IJ 

少奇・郵小平らを中心とした共産党内の現実路線が調

整政策を推し進め，農業生産の請負制を始め，地域住

民の生産意欲を喚起する試みがなされた。その結果，

住民生活の一定の改善はみられたが，これ以降，毛沢

東をはじめとする急進派と，劉・郵をはじめとする現

実派の主導権争いを中心とした，政治路線・派閥対立

が激化することになった。毛沢東は，やがて調整政策

を資本主義的な路線であると認識し，文化大革命の引

き金を引くことになる。

この時期の緑化活動は，大躍進期におけるシステ

ム的破綻からの回復が図られると共に，引き続き自然、

災害の防止，社会の組織化，生活環境の向上といった

意味において，社会主義国家建設に結びつけられて展

開された。まず行われたのは，大躍進期の急進化によっ

て混乱した森林の管理・保護に関する責任を明確にし，

住民の造林へのインセンティブを高めるための，森林

の占有・使用・処分といった権利の確定である。これ

に関連する諸政策によって， 61-62年頃にも引き続い

ていた森林保護・管理の欠知による乱伐の収拾，及び

農村における緑化実施機構の再構成が試みられたので

ある。その結果として， 1963年5月に初の森林保護の

体系的法令である「森林保護条例」が公布された目。

実際にこの時期の農村で，権利確定によって森林経営

の主体と見なされたのは，新たに独立採算単位となっ

た生産隊である。農山村の公社運営林場は，多くの地

方における生産大隊・生産隊への経営単位移行を踏ま

えて， I社隊林場」と総称されるようになり，基層社

会の緑化業務を担うようになった。国有林区では大躍

進期に発展した国営林場と森林経営所が，主に森林更

新・保護を含めた経営を請け負った(図6)。

このような緑化活動における実施形態の改革は，

一つの大きな方針転換を内包したものであった。それ

は，従来の地域住民を組織・動員して行う大規模な造
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林を，春季 ・秋季といった造林に適した一時期に限定

し，その後に年を通じて行われる育成 ・管理 ・保護活

動を「専業化」するというものであるお。例えば図6

にも示したように，社隊林場や国営林場に加え，基層

護林組織，森林経営専業隊，護林人員といった緑化の

専業機構が基層社会で整備されていった。また，東北・

内蒙古の国有林区内では，国営林場の下に群衆を組織

して造林 ・森林保護管理を行う独立採算単位としての

営林村を建設する構想が実鈍されペ各地に森林の乱

伐や火災を防止する森林警察も配備された。この傾向

は，大躍進政策の失敗によって基層社会の限界を否応

無く認識させられたこの時期の共産党政権が，造林 ・

……・・争 指導関係

ーーーー' 直接構成

一一世

国有林区

図6 調整政策期の林業行政管理機構

森林保護による緑化を進展させる上で，他産業とのノミ

ランスを取ろうとしていた結果であると理解できる。

即ち，社会主義国家建設に必要不可欠な緑化活動の

「効率化」が図られたのである。そのために， この時

期の緑化実施機構は，再構成の過程において，従来の

組織的な大衆動員を促す側面を残しつつも，実施単位

の縮小や専業化という構造的な変革を遂げていったの

である。このような調整政策によって， 1963年頃から

緑化活動は一定の成果を取り戻し始め，この年を境に

造林面積，伐採跡地更新(図7)等の数値は上昇に向

かっている。
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しかしその反面，緊迫する国際関係等に対応する

ための木材需要の増加から，この時期に東北の大興安

嶺や西南部の金沙江といった天然林地帯の開発が進行

し，森林伐採が引き続き進んだことも事実である"。

中央の努力にもかかわらず，農村においては，大躍進

政策の結果としての農民の意欲減退 ・食料増産傾向に

基づく森林乱伐がなかなか収束されなかったお。また，

専業機構が表面的に整備され，緑化における合理化が

目指されたからといって，すぐに造林活着率も上昇す

るという訳にはいかなかった。

⑤ 文化大革命期 (1966年下半期-1969年)

1966年の下半期から本格化した文化大革命は，政

治レベルでは激しい実務派批判闘争 ・毛沢東個人崇拝

による社会主義急進化に，大衆レベノレでは無秩序な批

判闘争に発展し，主に都市部で武闘や集団暴行，私刑

といった凄惨な状況を生みだし現代中国に生きる人々

の中に大きな傷跡を残すことになった。

文化大革命期の緑化活動の実施状況を資料から把

握するのは難しいが，少なくとも，現在の中国におい

て出版されている多くの公刊資料が語るように， I政

策レベルにおいて緑化が軽視されていた」訳ではなL、。

「大躍進 ・文化大革命期の極左化した政治路線は，造

林 ・森林保護に取り組もうとせず，森林を破嬢する悪

しき路線であった」という言説は玖 その後の共産党

政権内における政治路線対立の産物である。逆に，文

革推進派が大勢を占めたこの時期の共産党政権も，緑

化活動による森林の維持・ 拡大を，社会主義建設の重

要な構成部分として積極的に推進することを企図して

おり，かえって劉少奇らの実務派を批判し自己路線の

正当性を高める根拠としているのである九中央にお

いては，林業部が，この時期には林業部軍事管制委員

会として，毛沢東及び四人組を中心とする中央革命委

員会の指導下に置かれている。社会主義急進化に伴っ

て，大衆動員による緑化活動の推進が，再び強調され

るようにもなった。しかし，これによって調整政策期

に確立された専業機構と大衆動員の並立によるシステ

ムの効率化という枠組みが崩れ，大躍進期のように農

村における土地 ・労働力矛盾によって，各産業が崩壊

するようなことにはならなかった。例えば，毛沢東が

この時期に農 ・林 ・牧の相互依存による農村発展計画

を指示したこともあって，引き続き指導層 ・住民およ

び専門的技術人員の結合が求められている九 また，

山東省のある県では，一部の農民群衆と幹部によって

林業生産グループが結成され，積極的に封山育林(特

定の荒山・ 伐採跡地を立ち入り禁止区域に設定して森

林の天然、更新に任すという方法)が行われていたこと

等から，この時期も引き続き造林 ・森林保護における

専業機構の役害Ijが重視されていたことが窺える。即ち，

調整政策期における効率的な実施システムの整備とい

う方針は，文化大革命期において否定されておらず，

以後の1970年代に受け継がれていくのである。

だが，基層社会レベルにおいては，行政機構の混

乱や幹部の下放によって中央の指導 ・管理が行き届か

ず，多くの森林が盲目的に破境される傾向も引き続き

見られた。例えば，国有林区の森林経営においては，

森林管理を行う末端機構(営林村 ・森林経営所等)が

廃止されるか弱体化したために，実際には森林伐採が

更新よりも重視されたようであるお。

伐探跡地更新面積
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図7 現代中国の森林伐採跡地更新面積の推移
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⑥ 環境問題受容期 (1970~1978年) た甜。緑化を推進する上意下達の政策実施システムは，

文化大革命の混乱が一応は終息した197咋代に入っ

ても，表面では様々な政治闘争が繰り広げられ，めま

ぐるしく権力の座が入れ替わった。一時は毛沢東の後

継者と明記された林彪が，国家主席の座を狙って毛沢

東と対立した結果，クーデターをもくろんで失敗し亡

命する途中， 1971年9月にモンゴル上空で墜落死した

とされるのを皮切りに，周恩来と復帰した郵小平を中

心とする国務院の安定路線と，文化大革命推進派の四

人組との対立が， 1970年代前半には激化した。さらに

1976年，周恩来に続いて毛沢東が死去し，その後継者

として認定されていた華園鋒が，江青・張春橋ら四人

組を逮捕し，文化大革命の終了を宣言する。その後，

華国鋒は外国からの大量のプラント輸入による上から

の経済発展を模索したが，共産党政権内部に確固たる

支持基盤を確立することが出来ず¥次第に郡小平に実

権を奪われていった。

この時期を緑化政策における環境問題受容期とし

て，特に設定したのは次のような理由による。即ち，

この時期は，文化大革命期から引き続く政治路線闘争

が表面的には加速していたにもかかわらず，中国とい

う地域の人間と自然環境との関わりにおいて，新たな

局面を迎えた時期であった。地球各地の環境破嬢の表

面化という情勢の中で，共産党政権が明確に「環境問

題」という形で身の回りの様々な自然、破壊・環境汚染

を認識し始め，大気・水質汚染の防止といった方面を

中心に具体的な環境政策を規定していったのであるへ

そのような中で，従来からの森林の維持・拡大を目指

す緑化活動も，自然生態環境保護問題として認識され，

環境政策のーっとして位置づけられていったのである。

1972年のストックホルム国連人間環境会議において，

中国代表団は，建国以来の緑化活動を， I人民の利益

に心を砕く社会主義政策の正しさの体現」と位置づけ，

共産党政権の正当性を示すものとして国際社会にアピー

ルしたお。共産党政権にとっての緑化活動は，国際的

に価値を与えられた環境問題への取り組みという意味

を付与されることによって，自己の指導力・統治能力

を内外に誇示できる要素として，その意義を増したの

である。

緑化政策実施システムの点からこの時期を見ると，

1970年，文化大革命期における中央機関の軍事管制化

が周思来らの安定路線の主導で解除されている。その

結果，同年5月に中央の林業行政管理機構は，農業部・

農墾部・水利部等と合併し，農林部として再建され

文化大革命以前のような落ちつきを取り戻しつつあっ

た。「緑化祖国」をスローガンとした大衆動員による

緑化活動も引き続きさらに重視すべきことが強調さ

れへ専業的な実施システムの下で，造林面積等の統

計上の数値も，この時期安定的な上昇傾向にある。

「森林保護条例」の断固とした執行が求められる他，

主に森林の希少な地区の農山村においては，農・林・

牧畜業を併せた総合建設や，緑化を根幹とした総合的

な土地保全事業が本格的に展開され始めた胡。 1977年9

月に「華北・中原地区平原緑化現場会議」が開催され，

河北，山東，河南といった地域において， I農田を囲

むように林網を形成する」というアク。ロフォレストリー

の効果を狙った平原緑化が本格的に推進されはじめた

こと等は，このような試みの代表例である390

しかしその一方で，各地において緑化活動の問題点

も相変わらず指摘されている。国有林区や南方集団林

区における森林火災・乱伐は依然として深刻でありぺ

北方や雲南省西双版納等では，この時期に森林破壊に

よる荒漠化が深刻化していたことも報告されている九

また，造林の質も相変わらず低劣である場合が多く，

この時期に完了した第一次森林資源調査では，建国以

来造営された人工林の保存率が，僅か30%程度に過ぎ

なかったと言及している九

⑦ 改革・開放期(1979~1997年)

1970年代の政治変動を経て，実権を握った郵小平

のイニシアティブの下， 1978年12月の中共第11期3中

全会において改革・開放路線への移行が決定され，以

後，中国は社会主義市場経済への道を歩むことになっ

た。中国型の農村社会主義集団経済の象徴であった人

民公社は崩壊し， I社会主義を発展させる多種多様な

経済形態」という名目の下，事実上私有制・個人経営

が容認されたのである。 このような市場経済・対外

開放への転換は，域内経済の発展をもたらした反面，

共産党政権の存立基盤を明らかに揺るがすことになっ

た。社会主義の経済理念でもある集団化及び計画経済

を事実上放棄することによって，域内社会の流動化が

加速し，従来のような集団化に基づく国家統合が緩め

られることになったのである。急増する都市人口に伴っ

て様々な社会問題が深刻化し，都市一農村，沿海一内

陸格差は聞くばかりであった。また，このような動き

と関連して，自立的経済運営単位としての「地方」の

中央離れが目立つようにもなってきた。経済発展に伴



現代中国における緑化活動の展開と住民参加の性格(平野) 81 

う環境汚染も深刻化していった。共産党政権にとって

取り分け危機的であったのは，社会の流動化や域外と

の交流を受けて，知識青年を中心に民主化への意識が

高まったことである。合理的な市場経済活動に直面し

た時に目に付く社会主義システムの阻害性(例えば許

認可の複雑さ，汚職等)も，共産党政権の独裁的国家

運営に対する地域住民の疑問を助長させた。 1989年の

天安門事件は，そのような民主化の波が学生運動の形

で一気に噴き出たものであった。これに対して郵小平

を中心とする共産党指導層は，党内の政治開放派と見

られた胡耀邦・越紫陽を相次いで罷免し，人民解放軍

を投入して学生運動を流血の末に弾圧した。 1980年代

を通じて，保守派による計画経済への引き戻しを図る

動きも見られ，越紫陽失脚後の90年代初頭には，経済

引き締め政策が展開されたが.1992年に入ると，郵小

平は"南巡講話"を発して再度の改革・開放の促進を内

外に伝え，中国は一層，世界経済へのリンクを強めて

いった。それと同時に共産党政権はその存立基盤が揺

らぐことを懸念して，地方の民族運動や学生運動・宗

教活動を取り締まり，また自ら内部における汚職・不

正に対して厳しい態度をもって望むようになった。弱

められた集団の凝集力に代わって，法律の整備と浸透

を図る事によって，社会秩序を維持していこうという

傾向も見られる。

改革・開放下においても，共産党政権は，引き続

き森林の過少状況を改善するための自然生態環境保護

として，緑化政策に取り組んできている。しかし，従

来の集団組織を通じた大衆動員による緑化活動という

色彩は，農村集団化の崩壊などによって大きく薄めら

れることになった。緑化を効率的に行うための森林の

権利確定は，この時期には三定"(山林の権利を安

定させ，自留山を画定し，林業生産責任制を確定する)

工作として実施された。この"三定"工作による林業経

営形態の変化は，以下のようにまとめられる。

1 :国有林の経営

・大面積の天然林 →国営林業局による森林の経営

管理・保護0

・大面積の荒山・荒地と天然二次林 →国営林場に

よる造林・森林保護。

(但し集団・個人に経営を請け負わせることも可)

.各部門の必要性に基づく植樹造林・森林経営。

2 :集団所有地区の経営

・郷村林場(1日社隊林場)の，専業隊伍の組織によ

る経営管理0

・造林すべき集団所有の土地を農民経営に請け負わ

せる。

→林業生産責任制(林業専業戸・家庭林場等)。

収益分配は，原則として請負契約に基づく。

3 :個人経営

・自留山における個人の森林経営。土地の権利は集

団に，樹木の権利は個人に付与される。

即ち，林地や緑化すべき土地の所有権は，従来通

り国家或いは集団に帰せられる。しかし，その経営権

及び林木所有権を個人が有することのできる余地が，

原則的に生み出されたのである。これは，緑化におけ

る共産党政権の影響力低下の可能性を意味した。この

埋め合わせを行う役割を有したのが三定"工作とほ

ぼ同時に展開された，住民一人一人が毎年義務的に植

樹すべきという「全民義務植樹運動」である九中央

においては林業部が再び林業行政管理機構として独立

し三北"(華北・東北・西北を指す)防護林建設工

程をはじめとした，大規模な緑化のための国家プロジェ

クトも次々に展開されてった。現在では，それらは10

大林業生態建設工程として位置づけられている。また，

1984年9月20日に「中華人民共和国森林法」が公布さ

れ，緑化を巡る法体系の整備も進められた。現代史を

通じて肉付けをされてきた緑化政策実施システムは，

中央一基層社会を明確に結びつける形で図8のように

結実したのである。この時期において，中国は.1992 

年のリオデジャネイロ国連環境開発会議を始め，生物

多様性条約・砂漠化防止条約といった，地域の森林の

動向が大きく関わる環境問題への国際的な取り組みに

積極的に参加した。その中で，これらの地球規模の環

境問題に対して地域の緑化が持つ重要性も認識されて

いった。リオ会議に出席した中国代表団は，党中央・

国務院に対して，地球規模の環境意識の向上に則して，

植樹造林の方針を堅持していくべき事を報告してい

る440

しかし，このような政策面においての充実とは裏

腹に，基層社会に降ろされた時の緑化活動は，依然と

して多くの問題を苧んでいた。まず，注目すべきなの

は，木材売買の自由化・森林の権利確定が進められた

南方集団林区における，森林の乱伐の加速である。個

人経営が本格化した1981年から88年頃までにかけて，

南方集団林区を中心とした全国各地の森林資源は，乱

伐によって減少の一途を辿ったとされている九各地
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の防護林建設や全民義務植樹運動は，一定の成果を見

たものの，森林の希少な地区においては，未だに活着

率の低さ，住民の関心の低さといった問題が生じてい

た九

⑧ 生態環焼建設期(1998年-)

改革 ・開放の牽引者として絶対的な存在であ った

郡小平は1997年2月に世を去り，以後，江沢民を中心

とした集団指導体制が確立された。共産党の指導とい

う絶対的な原則の下，国務院総理となった朱鎗基は，

行政機織の改革，国有林区の森林工業企業を含む固有

企業改革 ・民営化，外資導入を積極的に進めていく 。

経済は安定成長の軌道に乗り， 2001年11月，中国は念

願のWTO加盟を果たした。インターネ ット・燐帯電

く玉~
図8 改革 ・開放期の緑化政策実施システム

話を含めたIT関連の普及も進み，地域内外における

交流は飛躍的に発達した。しかし，このような発展は

特に沿海地方に限られ，内陸との格差は益々広がり つ

つある。このような格差とそれに基つく 不満の増大を

解消するため，共産党政権は， 2000年1月，中央行政

機構の指導幹部からなる 「国務院西部地域開発指導小

組」を発足させ， 1西部大開発」を本格的に行う方針

を打ち出した。主に外資を大々的に導入することによっ

て，内陸において資源開発や， IT等の新産業の発展

を進めようというものである。

このような状況の中で，緑化の方面においては，

中央の指導性が強められる形で，更なる自然生態環境

保護の政策的重視へと舵が切られていくのである。西

部大開発において，緑化を含めた生態環境建設は，13 

南方集体林区

森林の希少な地区



現代中国における緑化活動の展開と住民参加の性格(平野) 83 

大重点」の一つ(その他インフラ建設，将来性の高 の推移が，そのまま実際の林業建設の進退に反映され

い産業育成)に掲げられ，荒漠地の多い西部地区の生 る訳ではない)。この時期に，中央の強い緑化へのイ

態環境整備に対して， 10年で2千億元が投資されるこ ニシアティブの下に，新たに実施された象徴的な政策

とになっている。この背景には，従来からの緑化活動 は，天然林保護政策である。大河の洪水の防止を主目

への熱心な取り組みに加え， 1998年夏の長江 ・松花江 的に，東北 ・西南を中心とした国有林区において，天

流域における未曽有の大洪水の発生や，深刻化する黄 然林禁伐を主とした伐採制限が厳しく課されることに

河の水不足等による，水土保持を始めとした森林の生 なった。この自ら実施した政策による域内の木材生産

態系維持機能への再認識があったと考えられる。 1998 量の激減を埋め合わせるため，共産党政権は，ロシア

年3月，中央林業部は国家林業局に改組され，約18年 を始めとした域外からの木材輸入量を急増させている

ぶりに中央の林業行政管理機構は，部(省)クラスか (表3)。また，各地において急傾斜地の開墾を禁じ，

らの格下げを経験することになった。しかし，翌年夏 特に森林の希少な地区の森林・草地を復元して水土保

の大洪水によって，様々な緑化による効用が殊更に認 持機能を発揮させようという「退耕還林・退耕還草」

識されるようになったのを受け，林業機構の重要性は 政策も本格化していった。

いやが上にも高まった。江沢民・朱鉛基 ・温家宝といつ しかし，基層社会においては，相変わらず森林破

た共産党政権の新しい指導者達が直々に荒地の緑化や 壊が加速し，緑化における限界もささやかれている。

天然林保護を唱え，国家林業局には多くの業務が課さ そのような状況を受けて，住民参加による緑化の可能

れたのである。このような推移を経た中央の林業政策 性を探るため，株式方式による営林経営などが模索さ

は，極めて強い 「緑化>森林工業Jという構造を演出 れている。有識者によって，社会林業をはじめとした

することとなった。この時期を生態環境建設期と区分 域外の概念にも注目が集められ始めた。

する所以である。図9に掲げた林業関係における国家

投資額の推移を見ると，営林(造林 ・森林保護育成と 2.2.3.国家建設と緑化活動の結びつき

いった緑化)方面への投資額は90年代を通じて，特に 以上のように，中国では，過去50数年間を通じた

98年を境に急上昇しているのに対し，森林工業(木材 国家建設，及び政治 ・社会変動の中で，森林の維持 ・

生産)方面の投資額は，多くの国営森林工業企業が市 拡大を目指す緑化活動が模索されつつけていた。まず，

場運営に任されたこともあって，98・99年と急減して この現代史における緑化活動の展開過程には，一つの

いる(もっとも，育林基金や国有銀行からの造林貸付 変らない特徴が存在する。それは，緑化活動が，一貫

金などは国家投資と別に換算されるため，これらの値 して共産党政権の強い政策的イニシアティブの下に模

I~ 
R 

1.200.000 

1，000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

。

林業系統固定資本投資額の推移

1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 

年次

図9 現代中国における林業系統固定資産投資額の推移
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索され続けた，ということである。この期間，共産党 した，青少年を始めとする大衆動員による大規模な緑

政権内部の政治路線はめまぐるしく入れ替わったが， 化活動は，より一層の社会主義集団化による社会統合

林業部『全国林業統計資料嚢編J(中国林業出版社，1993年，1996
年)，及び『伊春日報J2001年3月9日の政府工作報告より作成。

中国の原木生産量推移

1 1998年 I 1999年 l
l 原木数量(万m3)1 5，555.74 4，848.69 
前掲『中国林業年鑑:1999-2000年版』より作成。

国家統計局『中国統計年鑑:2000年J(中国統計出版社，2000年)
より作成。

全ての路線において共産党の指導による「国家建設」

を行うという試みが一貫していたように.r緑化活動」
の推進そのものは，一度たりとも消極的に捉えられて

いない。その理由は明らかである。即ち，現代史を通

じて，中国という地域の緑化活動が，統治主体である

共産党政権の国家建設と，以下のような点で密接に結

びついていたからに他ならない。

緑化によって自然災害を防止することは，そのま

ま国家，或いは統治政権としての共産党の存立基盤を

安定させることになる。建国初期から現在に至るまで，

森林の過少状況に基づく自然災害を克服し，地域住民

の生活を安定させることは，共産党政権にとって重要

な目的でありつづ、けてきた。現在でも三北"防護林

建設の推進や.1998年夏の長江・松花江流域の大洪水

を受けて国務院が全国の河川上流域での森林伐採禁止

と植林の強化を命令し，翌年から天然林保護を本格化

させたことなどから，このような緑化の目的の存在を

強く印象づけられる。

規模の経済性に基づく集団効率性や.r大衆動員」
プロジェクトとしての組織力を有する緑化活動は，共

産党政権によって，国家統合の役割をも明らかに付与

されていた。緑化の持っていた集団性を喚起する特徴

は，集団化による社会統合を促進する役割を果たした。

加えて，社会主義建設期から大躍進期にかけて本格化

を促すと共に，その集団労働によって「祖国を緑化・

美化している」という一体感・ナショナリズムを喚起

して，国民統合を進めるという役割も担うようになっ

ていた。例えば. 1956年の r5省・自治区青年造林大

会」においては，共同作業としての緑化活動への参加

を通じて，青少年の一体感を高めさせようという意図

が明らかに見て取れる九大躍進期の「緑化祖国」と

いうスローガンは，緑化を通じたナショナリズムの喚

起を内包したものでもあった。

緑化活動の推進自体が，共産党政権の指導力・統

治能力を内外に誇示する要素となっていたという点も

挙げられる。例えば，共産党政権は，過去の統治政権

を，森林破壊によって自然災害を続発させ住民の生活

を脅かしたとして批判し，これに対して自己を，緑化

によって劣悪な自然環境を改善する能力のある，真に

住民の幸福を考慮した統治政権であると位置づけてい

る。これは建国初期から一貫して見られる，緑化活動

を通じた共産党の統治能力の誇示であり，その社会主

義国家建設への正当性の付与である。また，共産党の

軍隊である人民解放軍の，造林・森林保護における役

割の大きさも，共産党政権の「全土の緑化」への取り

組み・実行力をアピールするのに欠かせない要素となっ

ている。そして1970年代から現在にかけて，地球的に

価値を与えられた環境問題という概念を受容し，従来

の造林・森林保護による緑化を自然生態環境保護とい

う枠組みで包括していった結果，共産党政権は，良好

な自然生態環境を実現する能力のある統治政権である

ことを強調することによって，その域内での正当性，

及び国際的な地位を維持しようとするようになったの

である。

また，緑化活動は「社会主義理念そのものJとし
ても位置づけられてきた。社会主義建設期，調整政策

期などにおいて，緑化は，子々孫々までの「将来の利

益J.或いは「全体の利益」を考慮した活動であり，
社会主義の理念を体現するものと位置づけられ，その

推進を通じて「目前・個人の利益」をもたらす農業に

傾きつつあった農民のインセンティブを引き戻す試み

が見られた九

即ち.r共産党の指導に基づく国家建設」という
一貫した目的の下に位置づけられていたために，共産

党政権による緑化活動の推進という方針も，また一貫

していたのである。このような構造が，中国が現代史
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らに基づいて地方限定の法規・方針を定め，計画・任

務の割当を行う。計画・任務の完成状況は，またこの

システムを通じて上級に報告され，記録・統計として

整理されることになる。

そして，この緑化政策実施システムにおける共産

党指導層の影響力は絶対的である。基本的に中央・各

地方レベルの行政機関は，同級の党委員会の指導下に

ある(前掲の図3・図8参照)。各級党委員会は，中共

中央の下に組織され，各級行政機関に対して，共産党

指導層の意向に基づく国家運営方針を貫徹させ，また

そのための思想教育等を行う役割を担っている。具体

的にその役割を果たす党機構が，各行政機関における

「党組J(党グループ)であり，各級行政機関に対応す

る党内の行政担当組織 (i対口部J)である。党組の役

割としては，①所属する機関の活動の監視と中央への

報告，②所属機関の指導幹部の管理と任免，③所属機

関における政治思想工作・党活動の指導，④日常的な

行政事務の指導が挙げられる。党内の行政担当機構の

役割には，①対応する行政機関幹部人事の管理，②党

現代中国における緑化活動の展開と住民参加の性格(平野)

において経済発展を遂げる中で，公式的な森林率をも

上昇させている背景となっていた。そして，各時期に

おける政治・社会変動に影響されつつも，国家建設を

促進するための中央の指導を地域社会に貫徹させる緑

化政策実施システムが，歴史的に整えられてきたので

ある。

現代史の中で肉付けをされた現行の緑化を行う林

業行政管理機構は，図10にも示すように， i中央一地

方を貫徹する上意下達システム」と表現できる。中央一

地方行政単位それぞれに林業関係機構が縦割り式に設

置され，各地方レベルの林業行政管理機関は，同一級

の人民政府の統一的な指導を受けると共に，上級人民

政府の林業行政管理機関の方針と業務指導に従わなけ

ればならない。上級機関の下級機関に対する指導性は

明確であり，中央の意向を地方が無視することはでき

ない。このようなシステムこそが総合的な緑化目標を

達成するのに不可欠と認識されている九中央におい

て策定された緑化の政策・方針・計画は，順を追って

地方の林業行政管理機関に下達され，地方機関はそれ

一一一一一'方針指導

一一一一-ー方針・業務指導

一一一一+計画申筒

政策法規司

木

材

検

査

所

現行の林業行政管理機構
施蔭森・ IIJ家順主編『林業政策学.1(東北林業大学出版社.1995年)p.64:林政管理機構図を基礎に、聞き取りなどを通じて筆者

作成。

図10
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の決議や政策執行状況の監督，③党末端組織の活動管

理，④政治工作管理といったものがあるへとりわけ

重要なのは，これら共産党組織が，行政機関の幹部の

人事権を握っているということである。しかも現実に

は，国務院の各部局や地方レベルの行政機関の幹部は，

大方が共産党員であり，また殆どの場合，党委員会・

党組の主要メンバーが，そのまま行政機関の重要ポス

トを兼任している。通常，共産党の各級委員会のナン

バーワンである書記に対して，ナンパーツーの副書記

クラスの幹部が行政機関のトップを兼任している510

従って，中国において共産党組織と行政機関は，ほぼ

一体となって政策形成・実施を行っていると考えてよ

兼ねている。一般的に，党組メンバーへの任命が，行

政機構役職への任命に先行するようであり，まず指導

幹部は党組織内での地位を確立した上で，林業行政に

携わることができる仕組みになっている。

国家林業局の党組は，そのメンバーから機関党委

員会を成立させている。これは，国家林業局内におい

て，①党の路線・方針・政策を宣伝・執行し，②党員

を組織して上級の党組織の決議を徹底させ，③思想、教

育を進め，④業務の規律監督を行い，⑤大衆組織との

連係を取り持つといった役割を担うとされている。

国家林業局は農林水産部門と位置づけられるので，

それに対応する党内の行政担当機構(対口部)は，中

央農村工作指導小組ということになる。原則に従うと，

緑化を含めた林業関係の政策実施システムにおい 中共中央からの指示は，この機関を通して国家林業局

ても，このような党の役割の大きさは例外ではない。 の党組・指導幹部に伝えられる。一方，党組からの監

国家林業局を例にとって，図11に党組織の作用をまと 督報告・提案も，この中央農村工作指導小組を通じて

めてみた。局長・司長クラスの幹部は全員中国共産党 中共中央へ伝えられる仕組みとなるはずである。また，

員であり，国家林業局党組のメンバーでもある。党組 国家林業局がその内部における組織を改変する場合，

への任命は，中央組織部という共産党中央委員会に所 必ず中央機構編制委員会の許可が必要となっている。

属する党指導機関によって行われ，行政トップの局長 加えて，中央規律委員会と監察部の出先機関も設置さ

が党組の書記となり，副局長クラスの人聞が副書記を れており，国家林業局内における指導幹部の作風に対

中国共産党中央

国務院

図11 国家林業局と共産党組織との関わり
楕円は共産党組織、二重四画は国家組織を表す。ここに挙げた3機関のみならず、中共中央内の国家業務担当組織・党指導組織

は、それぞれの役割において国家林業局に対し影響力を行使する。
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する監察業務を担っている。

このように，中央の林業行政管理機構を始めとし

た緑化政策実施システムにおいて，共産党組織の指導

性は確立されている。党組織と行政機関を結びつける

やり方によって，共産党中央指導者の意向を末端まで

行き渡らせる体制が整備されているのである。改革・

開放期より開始された「全民義務植樹運動」を指揮す

る全国緑化委員会は，やはり各級に下部組織を張り巡

らせていると同時に，さらに党組織としての側面が強

く，共産党指導層の一人である温家宝(国務院副総理)

をトップに戴色人民解放軍・共産主義青年団といっ

た他の党組織との横の繋がりをも保っている。

緑化政策決定においては，共産党指導層の認識が

殊更に大きな意味を持つ。共産党中央の指導者達によっ

て，各地における緑化の必要性が認識され，その要求

の下に緑化政策実施システムが動くという事例は多い。

近年では，田紀雲(国務院副総理)が，南方集団林区

における森林の乱伐傾向に対して，請負制による林地

の開放傾向を引き締める必要性を述べた事(1987年4

月18日)を受けて，林業部が「南方9省区の林業庁長

と一部の県の責任者による座談会J(同年5月5日)を

開催し，最終的に中共中央・国務院から「南方集団林

区の森林資源を強化して断固として乱伐を制止する指

示J(周年6月30日)が出される，というプロセスを経

た例がある。また， 1998年には，朱鎗基(国務院総理)

が黒龍江省の森林乱伐情況についての報告を見て，温

家宝・王志宝(当時，国家林業局局長)らに対して早急

な対策を要求した例もある。また，指導者達による緑

化の推進を促す呼びかけや発言は，国家林業局が推進

する緑化政策を大いにパックアップする機能を果たす。

1998年の長江・松花江大洪水以降，営林方面の投資額

が急増したのは，指導者層の認識の高まりがあったた

めという声が随所で聞かれる。即ち，彼等の緑化政策

への注目度が高くなればなるほど，国家林業局が提出

する緑化計画・予算請求は，中長期計画を調整する

「国家発展計画委員会」や「財政部」に無視され難く

なるのである。

以上のように，現在の中国では，現代史を通じて

緑化活動が国家建設と密接に結びついていたことから，

「緑化という環境保護・改善を目指す中央の意向を強

く反映した政策が実施される」という，森林を取り巻

く政治構造が確立されていることが，統治政権の意図，

政策実施システム，政策決定の各方面からそれぞれ確

認できるのである。

3.緑化への住民怠加と森林を取り巻く社会構造

3.1.ニつの住民重量加形態とその推移

では，共産党政権によって強いイニシアティブが

取られた緑化活動の中に，地域住民はどのように位置

づけられてきただろうか。社会林業という概念は，基

本的には地域の森林経営における住民参加をもって，

その地域の森林の持つ価値が平等かっ十分に発揮され

る必要条件とする。しかし，中国の緑化活動の現代史

を国家建設との結びつきという観点から分析すると，

そこでの住民参加には，実は大きく性質の異なる二つ

の形態があることに気付かされる。その二つの形態は，

それぞれ「大衆動員Jと「自発的参加」と名づけるこ

とができるであろう。

3.3.1.大衆動員

このうち，まず「大衆動員」という緑化活動にお

ける住民参加の形態は，次のような特徴によって定義

できる。即ち，①共産党政権の緑化政策の意図に基づ

き，②その中央一地方を貫徹する緑化政策実施システ

ムを通じて，③基層機構が住民を組織する形で行われ，

④その結果が国家建設に寄与する，というものである。

建国初期から大躍進期にかけて広がった緑化活動

は，正にこれら全ての特徴を備えていたものであった。

既に1950年代初頭から重点地区では自然災害防止のた

めに住民を動員した造林が始まっていたことに加え.

森林地帯では社会統合を目的とした住民の組織化によ

る森林保護が進んでいた。華北地方の農村調査におい

ては，建国初期に共産党政権の指令の下に，最も早く

始められた大衆運動の一つが植樹運動であったと確認

される目。ある統計によれば， 1952年の時点で，既に

全国に174.196の大衆森林保護組織が，党の方針に基

づ、いて形成されていたことになっている九社会主義

建設期に入ると，そのような緑化における住民参加は，

合作社内の森林経営所・林業工作所や国営林場を基層

単位として広範囲に拡大されていった。青少年をはじ

め地域住民は，共産党政権の主催する緑化イベントへ

の参加を求められると共に，各地で青年固などの共産

党組織によって造林隊伍に組織され，一斉に緑化に動

員されたのである。例えば， 1955年の秋冬にかけて，

全国では6，600万人以上の青少年が植樹造林活動に参

加し， 182，000以上の青年造林隊が組織され，およそ

36万haに22億本以上が造林されたことになっている九

大躍進期に入ると， I全土を緑化しよう」という中央

の扇動的なスローガンの下，各地で数百ha単位をー
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気に造林することが求められへ都市住民も「四芳植

樹」という形で緑化に動員されていった九

調整政策期，文化大革命期，環境問題受容期にお

いても，緑化における「大衆動員」は，やはり重要な

位置づけにあった。再整備・強化された中央一地方を

結ぶ緑化政策実施システムや，より現実に即した基層

実施単位(社隊林場・国営林場など)の充実によって，

造林における総動員，その後の森林保護における専業

的動員というパターンが確立していく。劉玉政によれ

ば， 1975年の時点で256，000ヵ所もの社隊林場が全域

に存在し， 1977年にはその専業的な就労人員も255万

人以上に達していたとされている九総合治理・平原

緑化といったプロジェクトにも，多くの住民が動員さ

れていったことが窺える九そして， [""環境問題」とい

う概念が受容されてからは， [""良好な生態環境の建設」

という名分の下に，地域住民が動員されるようになっ
円

'‘』。

改革・開放期，生態環境建設期に入ると，経済活

動が共産党政権の手を離れ，個々の住民の自由度が高

まったことから，この「大衆動員」による緑化という

色彩は薄れた。寧ろ，天然林保護政策のように，地域

住民による森林開発を規制するような政策が目立つよ

うになっている。しかし，基層社会の緑化は，依然と

して上意下達のシステムを通じた計画目標に基づいて

実施されている。また「全民義務植樹運動」という形

で，地域住民が個人レベルでの緑化を義務づけられた

ことなどから， [""大衆動員」という住民参加の形態は，

やはり現在の中国においても大きな位置づけにあると

言えよう。

ここに挙げたような緑化活動における住民参加は，

全て，共産党政権によってその国家建設を促進する意

図・目的の下に立案され，緑化政策実施システムを通

じて基層社会に伝達され，地域住民を組織して行うと

された方針・計画に基づいて実現したものである。

3.1.2.自発的参加

もう一つの住民参加の形態である「自発的参加」

は，大衆動員の対極にあると言ってもよい。これは，

①個々の地域住民が森林と関わる上での権利・義務・

責任を有することを認識しているという前提の下，②

しかるべき利用・占有・処分の権利を有し，③主体的

に緑化を進め，④その結果が自己や他者の効用を高め

る，という性質のものである。

1949年以前の中国においては，社会の混乱によっ

て衰退していたとはいえ，主に南方の幾つかの地方で，

伝統的かっ持続的な林業経営が行われていたことが確

認されている。上回信は，南方集団林区に位置する江

西省九嶺山の事例から，現地の森林が， 1949年以前か

らの歴史を通じて，コミュニティーによって保護され

てきたことを明らかにしているへこれらの地方にお

ける伝統的な林業が，持続的でありえたのは，住民に

よって森林の役割・法則性がよく認識されていたため

に，自己の森林に対して得られる権利や果たすべき義

務・責任が明確化されていたからであろう。従って，

これらを緑化活動における自発的参加の初期的体現と

位置づけることができょう。建国初期には，住民の聞

に旧来伝わっていた造林習慣が，緑化に生かされてい

たことも窺われへ一部の地方では，自発的に緑化が

行われたことも示唆される九しかし，社会主義建設

期から大躍進期へと経るに連れ，このような伝統的な

森林経営は，農村の社会主義集団化に包摂されていっ

た。それに伴い，伝統的な自発的参加の形態は，上意

下達の緑化政策実施システムによる大衆動員に取って

代わられたのである。

調整政策期，文化大革命期を通じて，緑化におけ

る地域住民の自発的参加の例は，殆ど見られない。但

し，森林の権利確定によって四芳植樹など一部の林木

が個人経営に任されたことから，前時期に比べて，住

民が「自発的」に緑化を行う余地はあった。環境問題

受容期になると，農村の安定成長に伴い，一部森林地

帯の社隊林場という集団の枠内において，住民による

主体的な林業発展が目指された例も見られるようにな

る820

改革・開放期の林業"三定"工作による自留山・林

業生産責任制の成立以降は，林木所有権や経営権が個々

の住民に与えられたので，緑化における自発的参加の

余地は，かつて無い程に大きくなったということがで

きる。理論上は，自己の収益に直接に結びつくため，

地域住民の造林・森林保護へのインセンティブは高ま

るはずであった。南方の林業先進地帯では，個々の住

民が与えられた森林の権利を自発的に株式化し，効率

的な森林経営を行っているという動きも報告される。

しかし，これらの動きは，本当に自発的・主体的に行

われているかどうか，疑問の残る所も多く，統治政権

による緑化を利用した再度の社会の組織化に過ぎない

場合も考えられる。また，個々の地域住民に請け負わ

された土地において，期待とは裏腹に，森林乱伐が加

速していることから，実際の自発的参加は，未だに中
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国の緑化において僅かな役割しか果たしていないと半IJ 3.2.住民参加の表と裏

断できる。 では，大衆動員という形態によって，緑化活動へ

この二つの形態の内，社会林業という概念が企図 の住民参加が組織されてきたことは，中国の地域の森

する住民参加に近いのは，明らかに後者の「自発的参 林環境に対してどのようなインパクトを与えたのだろ

加」であろう。しかし， 中国の現代史を通じた二つの うか。

参加形態の割合は，圧倒的に統治政権の意図・目的に 現代史を通じて，中国の公式的な森林率は上昇を

基ついた「大衆動員」に分がある。図12には，試みに 続け，地域における生態環境改善の試みが継続してき

現代史の各時期における，緑化活動に対する地域住民 たのは事実である。大衆動員による造林・森林保護は，

の関わりの度合いをまとめて表現してみた。 森林率の上昇を実施形態として裏付けたものと位置つ

社会林業という観点から現代中国を見た けられよう。但し，過去50数年間の緑化によって，実

Westobyは，緑化活動における住民参加が地域の森 際の森林の効用がとれほと増大したかという肝心な点

林環境に決定的な影響を与え得る関わりであると注目 は疑わしい。本稿でも既に述べたように，各時期の緑

したが，その住民参加における性質の違いという点を 化活動が，その労働投入量の多さにしては，極めて効

認識するまでには至らなかった。即ち，現代中国にお 率の悪いものであったことが指摘される。現在も，中

いて，この地域の住民は，主に大衆動員という形態で， 国各地に赴くと，かつて造林された土地に，すっかり

共産党政権の企図する緑化という自然環境の改変過程 枯れ果てた木が残るばかりで，疎林とも呼べぬような

に 「参加させられて」きたのである。 状況を呈しているのを至る所で目撃する。統計が示す

通り，国有林区などでは，幼齢林が大半を占め，激し

く伐採された跡も見られた。即ち，とても森林の多面

的機能を果たし得るとは思えないような林地が多く見

大軍進期

生聾理壇車置期

直革開肱期

「理壇問題」畳容期

文化大革命期

金
凶
耳
富

醐聾盈置期

社会主瞳量観期

盟国初期

図12 緑化活動への住民参加形態の推移(概念図)
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られるのである。造林面積 ・伐採跡地更新といったデー り，森林を乱伐 ・盗伐していたことを指摘する文献に

タの集計においては，水増しの可能性も指摘される。 は事欠かない。造林後の活着率が低いこと，住民の意

本稿における緑化活動の現代史の分析からは，国 識として緑化の優先順位が低いこと等は，様々な形で

家建設と緑化活動の結びつきの他に，もう一つ，時期 問題となって現れている。特に，大躍進期には，中央

を通じて一貫した傾向が存在していることに気付かさ の指導に基ついて，大衆動員による大規模な造林が行

れる。それは，基層社会における，地域住民の緑化へ われつつも，同様に中央が下達する各方面での無謀な

の消極性に基づく森林破壊である。建国初期から現在 生産計画の結果として，やはり大衆によって多くの森

に至るまで，各地において住民が個人 ・集団の形を取 林が乱伐されるという皮肉な顛末をたどっている。そ

公衆の環焼保護責任の認識

公衆の環境保護における責任の認識

社会団体

個人

企章

現地政府

中央政府

。‘ 1偽酬捌制問削 m 酬剛 1肌

比率

有効回答数中央政府=8，414.現地政府=8，446.企業=8.243.個人=8，415.社会団体=
8.074 
設問 「あなたは中央政府 ・現地政府 ・企業 ・個人 ・社会団体が環境保護方面において果た
す責任はどのくらいだと思いますかJ00段階評価)
計算方法 0-5="責任は少ないヘ 6-9="責任が比較的大き¥'''.10="責任が大きい"

公衆による環境改善の可能性認識

今後5年に当地の環境が好転するとしたら公衆による原因予測

その他

人々の環績保瞳意植の向よ

睦済発胆

政府による環績畢薗措置

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

比率(百)

有効回答数 4.481 設問 「当地の環境状況が好転するとしたらどんな原因だと思いますか?J

図13 中国の住民の環境意識①
国家環境保護局・教育部編 『全国環境意識調査報告J(中国環境科学出版社.1999年)
より筆者作成。
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して，改革・開放期に入ると，大衆動員から自発的参

加への形態転換を模索した自留山・請負地において，

正に権利を得た住民による「自発的Jな森林伐採が加

速していったのである。そのような住民の消極性によ

るネガティブな結果として， 1998年の長江・松花江流

域の大洪水に代表される自然、災害は相変わらず加速し

ているのであり，この後，共産党政権が上流域での森

林破壊禁止・天然林保護を強化したことは，地域住民

による森林破壊の傾向を明らかに裏打ちするものであ

域の人間と森林との関係が希薄なものであるのかを考

える必要があろう。その謎を解く鍵は，正にその「緑

化活動の行われ方」の中にあったと考えられる。

現在の中国において，緑化活動が，自然生態環境

保護の試みとして位置づけられていることは既に述べ

た。地域における住民の環境意識を探る調査を見ると，

そこでは中国の人間と森林との関係を特徴づける，興

味深い結果が得られている。それは，緑化を含めた環

境改善は「政府がやるべきだ」と，地域住民が強く語、

る。 識しているということである。例えば，図13・表4に

過去50数年間の技術的な進歩などを受けて，森林 掲げたアンケート調査回からは，環境問題の解決に向

火災や森林病虫害などによる被害は，確かにある程度

減少してきた。しかし，中国の基層社会における人間

と森林との関わりは，現代史における「大衆動員」を

中心とした緑化活動を経た今，その良好な展望・方向

性を見出せたとは明らかに言い難い。

3.3.森林を取り巻く認織の二重構造

では，何故，現代史を通じて緑化活動が重要な位

置づけにあったにもかかわらず，現在，中国という地

表4 中国の住民の環境意識②

伊春林業管理局管暢の木材生産量の推移 単位 :m3

大気汚染 北l日北S北H北Y上旧上B上P上H
深刻である 28% 29% 21% 22% 31% 27% 30% 18% 
まあ深刻である 37% 40% 44% 50% 43% 38% 41% 30% 
あまり深刻でない 15% 12% 23% 21% 15% 22% 16% 32% 
深刻でない 9% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 13% 
よくわからない 12% 17% 9% 3% 8% 8% 9% 8% 
無回答 0% 2% 2% 

森林破線 北|日北S北H北Y上旧上B上P上H
深刻である 15% 7% 13% 7% 12% 20% 7% 11% 
まあ深刻である 14% 14% 22% 13% 23% 19% 11% 14% 
あまり深刻でない 12% 15% 23% 22% 10% 14% 13% 10%1 
深刻でない 13% 26% 13% 40% 8% 14% 13% 19% 
よくわからない 46% 39% 30% 19% 47% 30% 55% 46% 
無回答 0% 1% 1% 3% 2% 2% 

環境問題の改善に一番必要なものは?<Q20・1)
北|日北S北H:H:Y 上旧上B上P上HI

環境法規 66% 69% 78% 65% 73% 66% 76% 49%1 
企業改革 4% 10% 2% 12% 2% 2% 3% 4% 
技術開発 6% 7% 2% 7% 5% 5% 8% 8% 
環境教育 14% 8% 9% 11% 9% 14% 7% 17% 
住民の反汚染運動 2% 2% 1% 4% 0% 1% 0% 2% 
一人一人の努力 6% 5% 5% 2% 9% 7% 4% 20%1 
その他 0% 1% 1% 
無回答 2% 1% 4% 1% 5% 3% 2%1 

アジア経済研究所「発展途上国環境問題総合研究報告書:中国・
タイ環境意識調査の集計表J(1995年9月)より筆者作成。

けての住民の主体性が低く，政府に依存しがちなこと

に加え，大気汚染のような身の回りの環境問題に比べ

て森林環境問題に対する認識が薄いことなどが明らか

になっている。

建国初期からの緑化活動は，この「政府がやるも

の」という認識を基層社会に植え付けることを促す形

で展開されたと振り返ることができる。

まず，建国初期から改革・開放期までを振り返っ

てみよう。この期間，共産党政権による緑化政策は，

その社会主義国家建設と密接に結びつき，大衆動員に

よって実施されてきた。そこでは，緑化による森林の

維持・拡大は， I国家・全体の利益」を追求するもの

として，社会主義の体現であるとされていたのである。

その結果，既に述べたように， I緑化という環境保護・

改善を目指す中央の意向を強く反映した政策が実施さ

れる」という，森林を取り巻く政治構造が確立されて

いった。このような構造の形成は，必然的に共産党指

導者層及び中央林業行政管理機構における，緑化への

意識の向上を伴った。毛沢東をはじめ，劉少奇・周恩

来・郵小平といった共産党政権の代表的な指導者達は，

みな緑化に高い関心を示しており，中央の林業行政管

理機構は，常に緑化政策の地方への徹底を目指してい

た。

しかしその反面，この期聞を通じて，地方或いは

基層社会において，個々の住民が身の回りの森林環境

と主体的に向き合う機会は，一向に与えられなかった。

住民に森林の所有・管理・利用における長期的な自主

権は付与されず，中央の指導に基づく集団や専業機構

による森林経営が義務づけられた。緑化は，長期を経

た後にようやく効果が表れ始める事業であり，個々人

がその重要性を認識するには，少なくとも造林一林木

成長までの期間，森林と主体的に関わりあうことも必

要である。しかし，統治政権レベルにおける政治変動
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の影響を受けて生じた，度重なる森林の権利関係の変

更は，個々人が長期的な展望を持って森林を育成し，

緑化の効用を主体的に認識する余地を生み出さなかっ

た。 LiuDachangは，雲南省のある生産大隊におけ

る経済林所有権の変遷の例を挙げ， 1956-1970年代末

の聞に7度も所有権が変化したとする。このため，基

層社会において，住民が森林の権利保障に対する拭い

難い不信を持ったと結論づけているヘ加えて，大躍

進期における急進化は，多くの労力を費やして造林さ

れた樹木を枯死させてしまったため，住民の緑化への

インセンティプを著しく殺いだ。何よりも地域住民に

とって，確固として強められていく共産党政権の「上

からの緑化」という構図は，全体への奉仕的な思考を

持たない限り，自らを緑化の主役から遠ざけるものと

して映ったであろう。緑化を積極的に行っても，結局

その成果は，共産党政権の存立基盤を固めるだけにし

かならないという訳である。

地域社会において実際に緑化活動のリーダーシッ

プを取るべき基層幹部も，中央の政策に対して消極的

にならざるを得ない状況に置かれていた。緑化の推進

における基層社会の多様な実情を反映した柔軟な発想

は，上意下達の政策実施システムによって生まれ難く

なっていた。それどころか，中央から下達された計画

を進める上で，不条理な上級の干渉や，中央の政策変

動の影響は免れられないものだった。多くの基層幹部

は，党の人事管理に基づく移転や，批判闘争による交

代が激しかったため，長期を見据えた政策実施を行う

ことができなかった。その結果，彼等は，緑化を昇進

のための点数稼ぎとしか認識できず，造林面積の誇大

報告や，造林後の管理不足といった問題は解消されな

かったのである時。育林基金等の緑化経費方面におい

ても，中央集権的政権運営に付き物の汚職が多発して，

健全な利用がなされなかったことも示唆される。

これらのために，改革・開放期までを通じて，幾

ら中央の共産党政権が， r国家・全体の利益」のため
と唱えつつ，大衆動員による緑化活動を進めようとし

ても，基層社会における緑化に対する消極性を改める

ことはできなかったのである。そこには，一つの森林

を取り巻く社会構造が形成されていた。図14に示した

ように，それは統治政権と基層社会・地域住民との聞

における， r森林を取り巻く認識の二重構造」と表現
できる。即ち，国家建設上の意味から，共産党政権は

大衆動員によって緑化を推進しようとする。しかし，

正に緑化が国家建設と結びついているために，基層社

会・地域住民の緑化への関心は，高まるどころか寧ろ

低下するということになっているのである。そのよう

な森林を取り巻く社会構造の下では，基層社会におい

て，森林の維持・拡大による長期的・広域的な効用の

発揮に関心を示さず，森林を破壊して短期的な自己利

益を追求するというインセンティプが，常に働き得る

ことになる。改革・開放期から現在まで，多くの自留

山・請負地での森林破壊が加速したことは，既にこの

ような社会構造が確固たるものになってしまっていた

ことを示している。森林の経営権・林木所有権を得た

地域住民は，緑化を効果的に進めようとはせず，当面

の収入増加を選択して伐採に走ったのである。「森林

を取り巻く認識の二重構造Jの形成こそ，中国の現代

史において，共産党政権の指導の下， r大衆動員」と
いう住民参加の形態を通じて行われた緑化活動が，地

域の人間と森林の関係に与えた最も重大な影響であっ

たと言ってよい。

3.4.緑化における「不安定性」と「硬寵性」

森林を取り巻く認識の二重構造は，次のような問

題点を生んでいる。まず一点目として，個々人のレベ

ルにおいて，森林に対する重要性認識を生み出さなかっ

たため，森林の諸機能を発揮させるための試みが，統

治政権という範囲に限定されているということである。

従って，例えば統治政権である共産党政権が，域外・

域内的要因によって崩壊した場合，その緑化政策実施

システムも同時に崩壊し，緑化の試みが停滞する可能

性がある(再び図14参照)。これを，緑化における

「不安定性」と表現してよかろう。皮肉な事だが，統

治政権主導のやり方に問題があるにもかかわらず，そ

れによって基層社会の主体的認識が形成されなかった

ために，統治政権と緑化が運命共同体のような関係と

なっている。即ち，現状では，緑化への関心の高い共

産党政権の存在無くして，その取り組みが継続される

保障は無い。かといって，上からの指導に基づく緑化

政策が実施される限り，不安定性は解消されないこと

になる。

二点目としては，厳然たる上意下達の緑化政策実

施システムが，基層社会の多様性を反映した，主体的

な森林環境との関係形成を阻んでいることである。こ

れを， r硬直性」と言い換えてよかろう。例えば，基
層社会において緑化を進めようという草の根の動きに

対して，上意下達システムの弊害は大きい。新たな活

動を行う度に，それぞれ上級の機関に許可を求めなけ
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ればならなL、からだ。 地域住民を直接的に組織する基

層幹部も， 上級による人事異動命令には逆らえないた

め，長期的な視点で当地の緑化を模索 ・実施する事が

できない。何より，当地の実情にそぐわない計画が下

達されるばかりでは，地域住民 ・基層幹部の緑化に対

する意識 ・関心も薄れるというものである。即ち，硬

直性のために，基層社会において森林への重要性認識

が形成・維持され難くなっているのである。

この不安定性 ・硬直性が， 中国という地域における

効果的な緑化を進める上のみならず，住民参加を促す

社会林業という概念が究極的に目指すべき所の，人間

と森林との良好な関わりを探る上での，一つの限界と

なっているように思われる。

3目5.住民参加における問題点

住民参加という観点から見ると，不安定性・硬直

性という問題の所在はより明らかである。即ち，中国

の現代史を通じて主流であった大衆動員という住民参

加の形態は，共産党政権の社会主義国家建設に寄与し

こそすれ，地域住民の森林に対する主体的な関心を向

上させるには至らなかったのである。加えて注意すべ

きなのは，この大衆動員によって参加させられた地域

住民は，緑化に対する 「無関心」の度合いを増大させ

たということである。再び，緑化活動に対する地域住

民の関わりの度合いをまとめた図12を参照して頂きた

い。即ち，改革 ・開放期以降，社会の自由度が増した

分「大衆動員」の意味合いは低下したが，そこから解

き放たれた地域住民は，緑化への 「自発的参加」に向

かったのではなく，自由な経済活動を追求して当面の

利益のために盲目的な森林伐採を行い得る 「無関心」

へと流れたのである。

近年，中国においても，社会林業という概念が，

林業関係の有識者を中心iこ注目を集め始めている。多

くの研究によって，中国における社会林業の必要性が

述べられているが，筆者の見る限り，そこには一つの

共通した見解が存在する。それは，大衆動員という緑

化への参加形態の限界を克服するために，住民の自発

的参加の方法を模索しようという意図である。即ち，

造林 ・森林保護による緑化や，持続可能な森林利用に

向けて，住民の積極性を高めなければならないとし，

そのための方法として 「社会林業に注目すべき」とい

う図式になっているのだ。例えば，徐家碕 ・余貨は，

従来における緑化への受動的な住民参加の弊害として，

①計画と実際の格差，②不合理な行政干渉，③基層幹

部の業績的観念，~任務目標への従属などを挙げ，自

発的参加さえ行われれば，現行の政府の緑化政策は上

手く行くと主張しているヘ共産党政権による緑化政

策自体の批判に踏み込めないという側面はあるが，そ

の枠内での健全な生態環境建設に向けて，何とか地域

住民の関心を喚起しようという試みがなされているの

である。

即ち， 中国における社会林業という概念の導入は，

現代史を通じた大衆動員による緑化活動が形成した社

会構造の存在に裏付けられていたのである。

国家運営・政権維持の為には緑化が

一一一+森林破嬢へのインセンティブ
=惨 緑化政策実施システムを破壊する可能性

図14 中国の森林を取り巻く認識の三重構造
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4.中国における社会林業の意味と可能性
4.1.中国の人間一森林関係の特徴

ここで，再び「社会林業」という観点、に立ち返っ

て，これまでの議論を鮪単に整理してみよう。現代史

における中国は，①森林を巡る社会的弱者と強者の位

置づけが分かりやすい，②コミュニティーによる森林

管理の伝統が残存する，③豊かな森林が開発の対象と

なっている，といった特徴を持つ東南アジア等，従来，

社会林業の可能性が探られてきた地域とは明らかに一

線を画す状況となっている。

まず，現代史の始まる1949年の時点における，

「初期条件」が特徴的であった。即ち，歴史的な森林

開発によって，地域において森林の過少状況が演出さ

れ，人間活動の健全な発展のためには，その劣悪な生

態環境を改善しなければならない状況にあったのであ

る。従って，統治政権である共産党政権は，森林の維

持・拡大を目指す緑化活動を重要視した。そして，全

域的に見れば， i豊かな森林を開発する」のではなく，

「良好な森林環境を回復・創造する」ための試みが，

現代史において高い優先順位の下に模索されることに

なったのである。

次に特徴的であったのは，その現代史を通じて行

われてきた緑化活動が，共産党政権という社会主義統

治体制に基づいて進められた，国家建設と密接に結び

ついたことである。共産党政権は，域内統治における

絶対的な指導性を維持するために，常に地域住民の生

活を安定化させ，その社会主義政権としての正当性を

誇示し，かっ集団化による国家統合を目指さねばなら

なかった。そのような目的を満たす上で，緑化という

プロジェクトは，利用価値の高いものであったのであ

る。従って，共産党組織を中心として基層社会にまで

張り巡らされた，新たな上意下達の政策実施システム

を通じて，組織的に「大衆動員」を行う形態で，緑化

活動は推進されていったのである。そのようなプロセ

スの中で， iコミュニティーによる森林管理の伝統」

は見え難くなっていった。

だが，このような上からの「大衆動員」による緑

化活動は，建前上は「住民参加による生活環境の向上」

を目指してはいたが，地域住民が主体的に森林と関わ

り，その重要性を認識する機会を提供するものではな

かった。社会主義中国の緑化は，その最終的な権限が

全て国家或いは集団に属しているため， i森林を巡る

社会的弱者と強者」という単純な構図では捉え難い。

敢えて森林を巡る立場を単純化すれば，統治政権がそ

の存立基盤を維持するために森林を維持・拡大しよう

とし，それがために地域住民は森林に対する無関心を

増大させているという図式になろう。即ち，過去50数

年間の緑化活動を通じて， i森林を取り巻く認識の二

重構造」が生み出されてきたのであり，それが現在，

地域の人間と森林の関係における「不安定性」や「硬

直性」を穣成しているのである。

4.2.社会林業の意味と可能性

このような特徴を見れば，何故，現在，中国にお

いて社会林業が注目されはじめているのかという意味

も明らかになる。即ち，過去50数年間の「大衆動員」

による住民参加では，地域住民の緑化への積極性を養

うことは出来ず，満足な成果が得られなかった。その

ような問題を解決し，さらに効果的な緑化を進める手

段として，現在の中国において，地域住民の「自発的

参加」を促すという目的のために，社会林業という概

念が注目されることになったのである。長期にわたる

「大衆動員>自発的参加」という構図から，現在，共

産党政権の上からの緑化を推進する大衆動員と，その

限界を見越して必要視され始めた自発的参加という関

係が生まれているのだ。

このことから，中国における社会林業の可能性を

探るためには，何よりも，緑化における地域住民の

「自発的参加」の方向性を見据えなければならないこ

とが理解されよう。筆者の見解を先取りして述べれば，

自発的参加の促進は，中国の人間と森林との関わりに

おける「不安定性」を「安定性」に， i硬直性」を

「柔軟性」に変える可能性を持っている。

なぜなら，緑化への自発的参加が達成されれば，

「共産党政権の主導する森林の維持・拡大」という色

彩が薄れることになるからである。政治とは切り離さ

れた形で，有識者や域外NGOといった方面から，基
層社会の地域住民に直接，森林と関わる意義・喜びが

伝えられることによって，不安定性は安定性に転化し

うる。幸い，現状では共産党政権が緑化を含めた環境

問題の重要性を認識しているため，域外との環境保護

関連における知識の交流が行われる余地は大きくなっ

ている。これら，非政治的な領域からの「社会林業」

という概念を含めた自然教育・環境教育等を通じて，

まず，森林への重要性認識を基層社会に形成していく

べきである。その上で，森林の維持・拡大に伴う主体

的な権利を行使できるよう，地域住民に長期固定的な

権限を付与していく。これが，中国における自発的参
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加による，人間と森林との関係の安定化への，最良の

道と思われる。留意すべきは，現状において個々の住

民にただ完全な私有権を付与することが，効果的な緑

化を促進することにはならないであろう，ということ

である。なぜなら.i森林を取り巻く認識の二重構造」

が形成されているために，単純な私有化は，改革・開

放期の森林破壊を繰り返す恐れがあるからだ。また，

このような動きに基づいた自発的参加が基層社会にお

いて強まれば，それに伴って上意下達の緑化政策実施

システムも変化する可能性がある。その結果，基層社

会の特徴を生かした，主体的かっ「柔軟」な森林管理

を行っていくことも可能になるであろう。

近年，中国にて社会林業という概念を普及させ，

緑化への住民参加を促進させようと企図する，域外・

域内からの活動主体は増えつつある。それらの主体に

よる活動は，森林を取り巻く社会構造と向き合い，そ

れに対して変革を与える可能性を持つものである。そ

こでは，ただ単に政策目標に従い，数値の上だけの効

率性を目指すのではなく，自発的参加という方向性に

基づいて，個々の地域住民が主体的に森林の重要性を

認識できるような環境を整えることが，地域の人間と

森林との良好な関わりを見出すために求められている

のではないか。

4.3.社会林業の理槍的精緑化に向けて

最後に，本稿で取り上げた中国の事例が，森林経

営への住民参加を扱う社会林業という概念，及びその

延長としての人間と森林との良好な関わりの模索に対

して，どのような示唆を与え得るかを簡単に考察した

L 、。
中国という地域における社会林業の意味・可能性

を考えるにあたっては，まず，歴史における人間と森

林の関係の変遷.及び現代史における初期条件の特徴

を踏まえる必要があった。同時に，緑化活動の進めら

れ方や，そこでの統治政権と基層社会の関係も重要な

影響を及ぼしている。社会林業という観点から，中国

の事例を歴史的に考察した研究は少なかった。このこ

とから，従来においては，地域における「初期条件」

や「緑化の現代史」に基づいて形成された，森林を取

り巻く社会構造の存在が見落とされてきたといえよう。

また，森林経営への住民参加においても，例えば「大

衆動員」と「自発的参加」のように，その意味や結果

において全く異なる形態があることも見落とされてい

た。これらの点を分析枠組みとして明確化するととも

に，地域を越えて比較検討することを通じて理論化し

ていくことが，社会林業という概念をより深めるため

の一つの方向性となるのではないかと思われる。

統治政権による強い指導性によって，地域住民の

森林との関わりが希薄化してきた地域において，どの

ように住民参加を模索するべきなのか。この方法論も，

社会林業という概念を理論的に深めていく上で組み込

まれなければならない。そこには，より重層的な地域

の社会構造の把握，及びNGO等による域外からの協

力活動や，地球規模の動向による影響などを併せた，

新たな研究領域がひらかれるのではないか。そのよう

なプロセスを通じて，特定の地域における住民参加の

あり方や，地域を越えた社会林業の理論的精徹化が模

索されていくべきであろう。

おわりに.今後の研究標題

本稿の分析を通じて，筆者は，中国という地域に

おいて，歴史的に形成された森林を取り巻く社会構造

の下での住民参加の性格を，社会林業の観点を通じて

明らかにし，その意味・可能性を探る作業を行ってき

た。分析手法としては，歴史学的な視点を，その社会

構造把握のために盛り込むことを試みた。そこでは，

現代史において中国共産党政権による統治が確立され

た領域を，一つの地域として扱ってきたが，この地域

内の状況は，自然生態的・歴史的・社会的に多様であ

る。即ち，森林を取り巻く中国の社会構造を，より重

層的に把握するためには，地域内部の特徴的な「地方」

を直視した分析が求められることになる。また，本稿

では，緑化政策の与えた影響に拘るあまり，基層社会

における事例研究や，伝統的な森林経営に対する分析

が不足していたことも否めない。この中国という地域

内の多様性を把握することも，他地域との比較検討と

共に，社会林業という概念を突き詰めて考えて行く上

での課題であると思われる。今後は，基層社会のレベ

ルにおいて，それぞ、れの特徴を持つ地方を抽出してフィー

ルドワークを重ね，地域住民と森林との関わりの変化

に対するより一層の理解を深めていきたい。
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Summary 

百lispaper intends to白rowa new light on forestation by app1ying the concept of Socia1 Fores甘y.The 1arge-sca1e 

forestation movement白紙 hasbeen carried out in China since 1949 is one of the most important activities in its 10ng 

history， greatly changing the re1ationship between the peop1e and the forest ofthe county.百leChinese government that was 

dominated by the Communist Party p1ayed the biggest ro1e in this forestation， as the government and the pぽtymobi1ized 

the peop1e for the movement.百lismass mobi1ization had an effect of greatly faci1itating China's State-bui1ding. Under也is

system， however， the 1oca1 peop1e were not motivated for positive participation in forestation， because也eyhad li悦:1echance 

to consider the effect of forests and nature in genera1 for their living. This is the reason why deforestation never sωpped 

in 1oca1 areas in spite of politically motivated enthusiastic forestation activities for many years. The author maintains that 

it is now necessary for China to fmd a new method to promote spontaneous participation by its 1oca1 peop1e in forest 

management. 

Key Words : modem China， forestation， State-Bui1ding， mass mobi1ization， spon匂neousparticipation 


